
郵便入札における郵送方法の変更について（注意） 

 

一般競争入札等において実施しています郵便入札の郵送方法については、平成 23 年４月１日から、

入札書を入れた封筒を、さらに別の封筒に入れて郵送していただく方法に変更しています。 

二重封筒（要封緘）になっていない場合は、失格になりますのでご注意ください。 

 

改正後（入札書郵送方式） 

①  入札書は、封筒に入れて封かんし、当該封筒の表には、案件名、開札日及び入札者の名称（法

人にあっては、名称及び入札する権限を有する者の職名、氏名とする。以下同じ。）を明記する。 

②  内訳書の提出が義務付けられている場合は、①の封筒に入札書といっしょに同封する。 

③  さらに、入札書及び内訳書等を入れて封かんした①の封筒を別の封筒に入れ封かんし、その封

筒に、案件名、開札日及び入札者の住所（所在地）、氏名、並びに「入札書類在中」及び「親展」

の文字を明記する。 

  なお、入札書を入れた封筒に案件名又は入札者の名称の記載のないものについては、開封しない

ものとし、当該入札書を提出した者は、入札を辞退したものとみなします。 

また、入札書（内訳書の提出が義務付けられている場合は内訳書も含む）を内封筒に入れていな

いものは失格とします。 
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①の封筒 

契約課の場合は 

780-8691 

高知中央郵便局私書箱第100号 

高知市役所 契約課 

※平成 30 年５月１日から私書箱が

こちらに変更となりましたのでご注

意ください。 

〒780-xxxx 

高知市○○○○○ 

高知市役所 ○○課 
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